
契
約

書
の

条
文

入
札

説
明

書
（
質

問
回

答
を
含

む
）

業
務

要
求

水
準

書
（
質

問
回

答
を
含

む
）

事
業

者
提

案
（
質

問
回

答
を
含

む
）

基
本

協
定

書
契

約
書

そ
の

他

1
文
部
科
学
省
事
業
契
約
書
例

1
2
条

（
基

本
）

1
3
条

（
実

施
）

○
○

○
×

○
実
施
設
計
図
書
の
確
認
の
場
合
に

は
、
基

本
設

計
図

書
が

加
わ

る
。

2
国
土
交
通
省
庁
舎
事
業
契
約
書
例

1
9
条

（
基

本
）

2
0
条

（
実

施
）

○
○

○
○

○
－

3
公

務
員

宿
舎

朝
霞

住
宅

1
9
条

○
○

○
×

○
甲
と
乙
の
設
計
打
合
せ
に
お
い
て
合

意
さ
れ

た
事

項

4
東

京
税

関
大

井
出

張
所

5
1
条

×
○

○
×

×
発

注
者

及
び
事

業
者

が
本

契
約

の
締

結
ま
で
に
確
認
し
た
事
項

5
東

京
国

際
空

港
エ
プ
ロ
ン

2
7
条

○
○

○
×

○
国
と
事
業
者
の
打
ち
合
わ
せ
に
お
い

て
合
意
さ
れ
た
事
項

6
島

根
あ
さ
ひ
社

会
復

帰
促

進
セ
ン
タ
ー

1
6
条

○
○

○
○

×
国
と
事
業
者
と
の
協
議
に
お
い
て
合

意
さ
れ

た
事

項

7
仙

台
市

新
野

村
学

校
給

食
セ
ン
タ
ー

1
3
条

○
○

○
○

○
市
と
事
業
者
と
の
協
議
に
お
い
て
合

意
さ
れ

た
事

項

8
千

葉
市

新
港

学
校

給
食

セ
ン
タ
ー

1
2
条

○
○

○
×

○
設
計
図
書
の
提
出
時
ま
で
に
行
わ
れ

た
甲
乙
の
打
ち
合
わ
せ
に
お
け
る
協

議
内
容

9
西

部
地

域
振

興
ふ

れ
あ
い
拠

点
1
7
条

○
○

○
○

×
実
施
方
針
等
、

県
及
び
市
と
事
業
者
と
の
協
議
に
お

い
て
合
意
さ
れ
た
事
項

1
0
川

井
浄

水
場

3
9
条

×
○

○
×

×
－

※
公

共
工
事
標
準
請
負
契
約
約
款

契
約
書

設
計
内
容
を
確
認
す
る
基
準
に
関
す
る
規
定
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契
約
書

の
条
文

入
札

説
明

書
（
質

問
回

答
を
含

む
）

業
務

要
求

水
準

書
（
質

問
回

答
を
含

む
）

事
業

者
提

案
（
質

問
回

答
を
含

む
）
基

本
協

定
書

契
約
書

基
本
設
計

図
書

実
施
設
計

図
書

そ
の

他

1
文

部
科

学
省

事
業

契
約

書
例

3
0
条

○
○

○
×

×
○

○
－

2
国

土
交

通
省

庁
舎

事
業

契
約

書
例

4
4
条

×
×

×
×

×
×

○
－

3
公

務
員

宿
舎

朝
霞

住
宅

3
2
条

○
○

○
×

○
○

○
－

4
東

京
税

関
大

井
出

張
所

6
2
条

×
○

○
×

×
×

×
発

注
者

及
び
事

業
者

が
本
契
約
の
締
結
ま

で
に
確
認
し
た
事
項

5
東

京
国

際
空

港
エ
プ
ロ
ン

4
4
条

○
○

○
×

○
×

○
施
工
計
画
書

6
島
根
あ
さ
ひ
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー

3
3
条

(宿
舎

)
3
9
条

(刑
務

所
)

○
○

○
○

×
×

×
－

7
仙

台
市

新
野

村
学

校
給

食
セ
ン
タ
ー

3
2
条

○
○

○
○

○
×

×
－

8
千

葉
市

新
港

学
校

給
食

セ
ン
タ
ー

2
5
条

○
○

○
×

○
×

○
－

9
西

部
地

域
振

興
ふ

れ
あ
い
拠

点
3
7
条

○
○

○
○

×
○

○
実
施
方
針
等

1
0
川

井
浄

水
場

6
4
条

×
○

○
×

×
×

○
－

※
公

共
工

事
標

準
請

負
契

約
約

款
3
1
条

現
場

説
明

書
図

面
、

仕
様

書
○

契
約
書

管
理
者
等
に
よ
る
完
工
検
査
に
お
い
て
確
認
す
る
基
準
に
関
す
る
規
定
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近
隣

対
策

第
三

者
損

害
原

則
通
常

避
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の

管
理
者
等
の

責
に
よ
る
も
の

選
定
事
業
者
の

責
に
よ
る
も
の

選
定
事
業
者
の

責
に
よ
ら
な
い

も
の

1
文

部
科

学
省

事
業

契
約

書
例

2
3
条

3
5
条

合
理
的
な
範
囲
の
対
策

（
内

容
周

知
、
作

業
時

間
の

了
解

、
対

策
等

）
選

定
事

業
者

管
理

者
等

（
規

定
な
し
）

（
規

定
な
し
）

管
理

者
等

2
国

土
交

通
省

庁
舎

事
業

契
約

書
例

4
2
条

4
1
条

生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
の

調
査

、
合

理
的

な
範

囲
内

の
対

策
選

定
事

業
者

選
定

事
業

者
管

理
者

等
（
規

定
な
し
）

（
規

定
な
し
）

3
公

務
員

宿
舎

朝
霞

住
宅

2
1
条

3
4
条

事
業

計
画

・
工

事
実

施
計

画
の

説
明

、
近

隣
調

整
選

定
事

業
者

（
規

定
な
し
）

管
理

者
等

（
規

定
な
し
）

（
規

定
な
し
）

4
東

京
税

関
大

井
出

張
所

4
5
条

3
5
条

生
活
環
境
等
に
与
え
る
影
響

の
調

査
、
合

理
的

な
範

囲
の

対
策

選
定

事
業

者
選

定
事

業
者

管
理

者
等

（
規

定
な
し
）

（
規

定
な
し
）

5
東

京
国

際
空

港
エ
プ
ロ
ン

-
4
7
条

（
規

定
な
し
）

選
定

事
業

者
管

理
者

等
管

理
者

等
（
規

定
な
し
）

（
規

定
な
し
）

6
島

根
あ
さ
ひ
社

会
復

帰
促

進
セ
ン
タ
ー

2
8
条

-
工

事
実

施
計

画
等

の
説

明
、

合
理
的
な
範
囲
内
の
対
策

（
規

定
な
し
）

（
規

定
な
し
）

（
規

定
な
し
）

（
規

定
な
し
）

（
規

定
な
し
）

7
仙

台
市

新
野

村
学

校
給

食
セ
ン
タ
ー

2
5
条

3
0
条

事
業

計
画

・
工

事
実

施
計

画
の

説
明

、
合

理
的

な
範

囲
の

対
策

（
調

査
を
含

む
）

選
定

事
業

者
（
規

定
な
し
）

管
理

者
等

（
規

定
な
し
）

（
規

定
な
し
）

8
千

葉
市

新
港

学
校

給
食

セ
ン
タ
ー

2
1
条

3
0
条

工
事

説
明

等
、
生

活
環

境
等

に
与

え
る
影

響
の

検
討

、
合

理
的

な
範
囲
の
対
策

選
定

事
業

者
選

定
事

業
者

管
理

者
等

（
規

定
な
し
）

（
規

定
な
し
）

9
西

部
地

域
振

興
ふ

れ
あ
い
拠

点
3
1
条

3
5
条

事
業

日
程

・
事

業
概

要
の

説
明

、
合

理
的

な
範

囲
の

対
策

選
定

事
業

者
（
規

定
な
し
）

管
理

者
等

（
規

定
な
し
）

（
規

定
な
し
）

1
0
川

井
浄

水
場

4
6
条

2
3
条

生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
の

調
査

、
合

理
的

な
範

囲
内

の
対

策
（
規

定
な
し
）

選
定

事
業

者
管

理
者

等
選

定
事

業
者

（
規

定
な
し
）

※
公

共
工

事
標

準
請

負
契

約
約

款
-

2
8
条

（
規

定
な
し
）

選
定

事
業

者
管

理
者

等
管

理
者

等
（
規

定
な
し
）

（
規

定
な
し
）

建
設
工
事
に
伴
う
近
隣
対
策
と
第
三
者
損
害
に
関
す
る
規
定

契
約
書

契
約
書

の
条

文

選
定

事
業

者
が

行
う

近
隣

対
策

の
範

囲

第
三
者
損
害
の
負
担
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共
通

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

「
施

設
整

備
期

間
」
及

び
「
維

持
管

理
・
運

営
期

間
」
の

変
更

、
延

期
及

び
短

縮
に

伴
う

「
本

件
工

事
費

等
」
及

び
「
維

持
管

理
・
運

営
費

」
（
金

利
及

び
物

価
変

動
を

含
む

。
）

原
因

、
被

害
状

況
調

査
及

び
復

旧
方

法
検

討
等

に
必

要
な

調
査

研
究

費
用

、
再

調
査

・
設

計
及

び
設

計
変

更
等

に
伴

う
追

加
費

用
損

害
防

止
費

用
、

損
害

軽
減

費
用

、
応

急
処

置
費

用
損

壊
し

た
施

設
及

び
設

備
の

修
復

及
び

復
旧

費
用

、
残

存
物

及
び

土
砂

等
の

解
体

、
撤

去
及

び
清

掃
費

用
、

工
事

用
機

械
及

び
設

備
、

仮
工

事
、

仮
設

建
物

等
の

損
傷

・
復

旧
費

用 「
施

設
整

備
期

間
」
及

び
「
維

持
管

理
・
運

営
期

間
」
の

変
更

に
伴

う
各

種
契

約
条

件
変

更
及

び
解

除
に

伴
う

追
加

費
用

（
合

理
的

な
金

融
費

用
、

違
約

金
を

含
む

。
）

「
施

設
整

備
期

間
」
及

び
「
維

持
管

理
・
運

営
期

間
」
の

変
更

、
延

期
及

び
短

縮
に

伴
う

「
事

業
者

」
の

間
接

損
失

及
び

出
費

（
経

常
費

、
営

業
継

続
費

用
等

。
た

だ
し

、
「
事

業
者

」
の

期
待

利
益

は
除

く
。

）

○
不

可
抗

力
に

よ
り

、
施

設
整

備
業

務
、

維
持

管
理

・
運

営
、

所
有

権
移

転
業

務
に

つ
き

事
業

者
に

合
理

的
な

増
加

費
用

又
は

損
害

が
発

生
し

た
場

合
の

、
当

該
増

加
費

用
又

は
損

害

具
体

的
に

は
、

○
施

設
の

修
繕

、
撤

去
、

復
旧

費
用

○
調

理
機

器
、

什
器

備
品

の
修

繕
、

更
新

費
用

○
代

替
施

設
の

利
用

に
よ

る
増

加
費

用
○

追
加

の
資

金
調

達
に

係
る

合
理

的
な

費
用

○
保

険
金

の
増

額
部

分
○

市
が

実
施

す
る

事
故

原
因

調
査

費
用

○
被

害
調

査
の

た
め

に
市

が
負

担
す

る
委

員
会

費
用

×
事

業
者

の
逸

失
利

益
×

事
業

者
が

自
ら

に
帰

責
事

由
が

無
い

こ
と

を
立

証
す

る
た

め
の

費
用

建
設

× ○

「
事

業
者

」
が

「
不

可
抗

力
」
に

よ
り

保
険

金
を

受
領

し
た

場
合

の
当

該
保

険
金

額
を

除
く
。

「
本

件
工

事
」
の

遅
延

又
は

中
断

、
本

契
約

の
解

除
に

伴
う

各
種

追
加

費
用

、
「
本

施
設

」
の

損
傷

復
旧

費
用

、
仮

工
事

、
仮

設
備

、
建

設
用

機
械

設
備

の
損

傷
・
復

旧
費

用
、

排
土

費
用

、
残

存
物

撤
去

費
用

、
除

染
費

用
、

損
害

防
止

費
用

等
の

う
ち

、
合

理
的

と
判

断
さ

れ
る

費
用

を
含

む
。

×
事

業
者

（
建

設
企

業
又

は
維

持
管

理
企

業
又

は
運

営
企

業
を

含
む

。
）
が

不
可

抗
力

に
よ

り
保

険
金

を
受

領
し

た
場

合
、

当
該

保
険

金
額

相
当

額
は

、
増

加
費

用
額

及
び

損
害

額
か

ら
控

除
す

る
。

運
営

× ○

「
事

業
者

」
が

当
該

「
不

可
抗

力
」
に

よ
り

保
険

金
を

受
領

し
た

場
合

の
当

該
保

険
金

額
を

除
く
。

「
維

持
管

理
・
運

営
業

務
」
の

遅
延

又
は

中
断

、
本

契
約

の
解

除
に

伴
う

各
種

追
加

費
用

、
「
本

施
設

」
の

損
傷

・
復

旧
費

用
、

残
存

物
撤

去
費

用
、

損
害

防
止

費
用

等
の

う
ち

、
合

理
的

と
判

断
さ

れ
る

費
用

を
含

む
。

×
事

業
者

（
建

設
企

業
又

は
維

持
管

理
企

業
又

は
運

営
企

業
を

含
む

。
）
が

不
可

抗
力

に
よ

り
保

険
金

を
受

領
し

た
場

合
、

当
該

保
険

金
額

相
当

額
は

、
増

加
費

用
額

及
び

損
害

額
か

ら
控

除
す

る
。

　
注

）
 「

東
京

税
関

大
井

出
張

所
」
と

類
似

の
規

定
　

…
　

国
土

交
通

省
庁

舎
事

業
契

約
書

例
、

東
京

国
際

空
港

エ
プ

ロ
ン

、
川

井
浄

水
場

、
基

本
的

考
え

方
（
７

月
版

）

不
可

抗
力

に
よ

る
損

害
額

の
定

義
に

関
す

る
規

定
（
詳

細
に

規
定

し
て

い
る

事
業

例
）

公
共

工
事

標
準

請
負

契
約

約
款

○ ○ × ×

工
事

目
的

物
、

仮
設

物
又

は
工

事
現

場
に

搬
入

済
み

の
工

事
材

料
若

し
く
は

建
設

機
械

器
具

で
あ

っ
て

第
十

三
条

第
二

項
、

第
十

四
条

第
一

項
若

し
く
は

第
二

項
又

は
第

三
十

七
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

る
検

査
、

立
会

い
そ

の
他

乙
の

工
事

に
関

す
る

記
録

等
に

よ
り

確
認

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

に
係

る
額

に
限

る
。

一
　

工
事

目
的

物
に

関
す

る
損

害
損

害
を

受
け

た
工

事
目

的
物

に
相

応
す

る
請

負
代

金
額

と
し

、
残

存
価

値
が

あ
る

場
合

に
は

そ
の

評
価

額
を

差
し

引
い

た
額

と
す

る
。

二
　

工
事

材
料

に
関

す
る

損
害

損
害

を
受

け
た

工
事

材
料

で
通

常
妥

当
と

認
め

ら
れ

る
も

の
に

相
応

す
る

請
負

代
金

額
と

し
、

残
存

価
値

が
あ

る
場

合
に

は
そ

の
評

価
額

を
差

し
引

い
た

額
と

す
る

。
三

　
仮

設
物

又
は

建
設

機
械

器
具

に
関

す
る

損
害

損
害

を
受

け
た

仮
設

物
又

は
建

設
機

械
器

具
で

通
常

妥
当

と
認

め
ら

れ
る

も
の

に
つ

い
て

、
当

該
工

事
で

償
却

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
償

却
費

の
額

か
ら

損
害

を
受

け
た

時
点

に
お

け
る

工
事

目
的

物
に

相
応

す
る

償
却

費
の

額
を

差
し

引
い

た
額

と
す

る
。

た
だ

し
、

修
繕

に
よ

り
そ

の
機

能
を

回
復

す
る

こ
と

が
で

き
、

か
つ

、
修

繕
費

の
額

が
上

記
の

額
よ

り
少

額
で

あ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

そ
の

修
繕

費
の

額
と

す
る

。

当
該

損
害

の
取

片
付

け
に

要
す

る
費

用
の

額

乙
が

善
良

な
管

理
者

の
注

意
義

務
を

怠
っ

た
こ

と
に

基
づ

く
も

の
を

除
く
。

第
五

一
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
付

さ
れ

た
保

険
等

に
よ

り
て

ん
補

さ
れ

た
部

分
を

除
く
。

東
京

税
関

大
井

出
張

所
仙

台
市

新
野

村
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
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契
約

書
の

条
文

管
理
者
等
の
負
担

保
険
の
取
扱
い

数
次
に
わ
た
る

不
可
抗
力

の
取
扱
い

契
約

書
の

条
文

管
理

者
等

の
負

担
保

険
の

取
扱

い
数
次
に
わ
た
る

不
可

抗
力

の
取

扱
い

1
文
部

科
学

省
事

業
契

約
書

例
3
6
条

（
別

紙
○

）
※
事
業
毎
に
定
め
る

※
事
業
毎
に
定
め
る

※
事
業
毎
に
定
め
る

6
0
条

（
別

紙
○

）
※

事
業

毎
に
定

め
る

※
事

業
毎

に
定

め
る

※
事

業
毎

に
定

め
る

2
国
土

交
通

省
庁

舎
事

業
契

約
書

例
7
8
条

（
別

紙
6
例

）
建
設
工
事
費
等
の

1
%
を
超

え
る
額

任
意
保
険
の
保
険

金
は
選
定
事
業
者

先
取

り
。

累
計

で
計

算
7
8
条

（
別

紙
6
例

）

当
該

事
業

年
度

に
の

維
持

管
理

運
営

費
の

1
%
を
超

え
る
額

任
意

保
険

の
保

険
金

は
選

定
事

業
者

先
取

り
。

事
業
年
度
毎
に
累

計
で
計

算

3
公

務
員

宿
舎

朝
霞

住
宅

3
5
条

設
計

・
建

設
に
係

る
対

価
の

1
%
を
超

え
る

部
分

強
制
保
険
の
保
険

金
は
選
定
事
業
者

先
取

り
。

累
計

で
計

算
-

4
東
京

税
関

大
井

出
張

所
3
7
条

（
別

紙
5
）

建
設
工
事
費
等
の

1
%
を
超

え
る
額

保
険
金
額
は
損
害

額
に
含

ま
れ

な
い
。

累
計

で
計

算
3
7
条

（
別

紙
5
）

当
該

年
度

の
維

持
管

理
・
運

営
費

の
1
%

を
超

え
る
額

保
険

金
額

は
損

害
額

に
含

ま
れ

な
い
。

事
業
年
度
毎
に
累

計
で
計

算

5
東
京
国
際
空
港
エ
プ
ロ
ン

8
9
条

（
別

紙
1
4
）

施
設

費
の

1
/
1
0
0
を

超
え
る
金

額
保
険
金
は
選
定
事

業
者

先
取

り
。

累
計

で
計

算
8
9
条

（
別

紙
1
4
）

当
該

年
度

の
維

持
管

理
費

の
1
/
1
0
0
を

超
え
る
金

額

保
険

金
は

選
定

事
業

者
先

取
り
。

不
可

抗
力

の
事

由
１

件
毎
に
計
算

6
島
根
あ
さ
ひ
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー

9
2
条

（
別

紙
1
7
）

初
期
投
資
費
用
の

1
/
1
0
0
を
超

え
る
額

保
険
金
額
は
損
害

額
に
含

ま
れ

な
い
。

累
計

で
計

算
9
2
条

（
別

紙
1
7
）

維
持

管
理

・
運

営
費

用
の
１
年
間
分
の

1
/
1
0
0
を
超

え
る
額

保
険

金
額

は
損

害
額

に
含

ま
れ

な
い
。

事
業
年
度
毎
に
累

計
で
計

算

7
仙

台
市

新
野

村
学

校
給

食
セ
ン
タ
ー

7
0
条

（
別

紙
1
3
）

施
設
整
備
費
の

1
/
1
0
0
を
超

え
る
額

保
険
金
額
は
損
害

額
に
含

ま
れ

な
い
。

累
計

で
計

算
7
0
条

（
別

紙
1
3
）

１
年
間
の
維
持
管

理
・
運

営
費

の
1
/
1
0
0
を
超

え
る
額

保
険

金
額

は
損

害
額

に
含

ま
れ

な
い
。

事
業
年
度
毎
に
累

計
で
計

算

8
千

葉
市

新
港

学
校

給
食

セ
ン
タ
ー

3
1
条

（
別

紙
7
）

初
期
投
資
費
用
の

1
/
1
0
0
を
超

え
る
額

保
険
金
は
選
定
事

業
者

先
取

り
。

累
計

で
計

算
6
7
条

（
別

紙
7
）

年
間

の
維

持
管

理
・

運
営

費
の

1
/
1
0
0
を

超
え
る
額

保
険

金
は

選
定

事
業

者
先

取
り
。

事
業
年
度
毎
に
累

計
で
計

算

9
西
部

地
域

振
興

ふ
れ

あ
い
拠

点
8
7
条

（
別

紙
1
9
）

施
設
等
整
備
費
の

1
/
1
0
0
を
超

え
る
額

保
険
金
は
県
及
び

市
の

先
取

り
。

累
計

で
計

算
8
7
条

（
別

紙
1
9
）

維
持

管
理

・
運

営
費

の
１
年

分
の

1
/
1
0
0

を
超

え
る
額

保
険

金
は

県
及

び
市

の
先

取
り
。

事
業
年
度
毎
に
累

計
で
計

算

1
0
川
井
浄

水
場

2
2
条

（
別

紙
4
）

施
設

整
備

費
の

1
%

を
超

え
る
額

保
険
金
は
選
定
事

業
者

先
取

り
。

累
計

で
計

算
2
2
条

（
別

紙
4
）

当
該

年
度

の
維

持
管

理
費

の
1
%
を
超

え
る
額

保
険

金
は

選
定

事
業

者
先

取
り
。

不
可

抗
力

の
事

由
１

件
毎
に
計
算

※
公

共
工

事
標

準
請

負
契

約
約

款
2
9
条

請
負
代
金
額
の

1
/
1
0
0
を
超

え
る
額

強
制
保
険
に
よ
る
填

補
分
は
損
害
額
に

含
ま
れ

な
い
。

累
計

で
計

算
-

不
可
抗
力
に
よ
る
損
害
に
係
る
費
用
負
担
に
関
す
る
規
定

建
設

時
維

持
管

理
・
運

営
時

契
約

書
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契
約

書
の

条
文

制
約
条
件

備
考

1
文

部
科

学
省

事
業

契
約

書
例

3
3
条

管
理
者
等
：
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

事
業

者
：
事

業
者

の
責

め
に
帰
す
こ
と
が
な
い
事
由

工
期

2
国

土
交

通
省

庁
舎

事
業

契
約

書
例

2
1
条

管
理

者
等

：
必

要
が

あ
る
と
認

め
る
場

合
工

期

3
公

務
員

宿
舎

朝
霞

住
宅

3
3
条

甲
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
、
甲
が
入
札
手
続
に
お
い
て
提
供
し
た
本
件
土
地

に
関
す
る
資
料
に
お
い
て
明
示
さ
れ
て
い
な
い
本
件
土
地
の
か
し
、
埋
蔵
文
化

財
の

発
見

、
法

令
制

度
の

新
設

・
改

正
、
不

可
抗

力
に
よ
る
場

合

竣
工
予
定
日
、

引
渡
予
定
日

4
東
京
税
関
大
井
出
張
所

3
3
条

(要
求

水
準

変
更

)、
3
6
条

(法
令

変
更

)、
3
7
条

(不
可

抗
力

)、
3
8
条

(中
断

)、
4
7
条

(調
査

)

管
理

者
等

：
発

注
者

の
責

め
に
帰

す
べ

き
事

由
、
法

令
変

更
、
不

可
抗

力
、
事

業
の

一
時

中
止

、
事

業
用

地
に
関
し
入
札
説
明
書
等
と
事
実
が
異
な
る
場
合

引
渡
予
定
日

5
東

京
国

際
空

港
エ
プ
ロ
ン

9
条

(要
求

水
準

変
更

)、
2
4
条

(法
令

変
更

)、
3
7
条

(中
止

)、
8
6
条

(法
令

変
更

)、
8
9
条

(不
可

抗
力

)

管
理

者
等

：
国

か
ら
の

変
更

要
求

、
施

工
の

一
時

中
止

管
理

者
等

又
は

事
業

者
：
法

令
変

更
、
事

業
用

地
の

か
し
、
不

可
抗

力
引
渡
予
定
日

6
島

根
あ
さ
ひ
社

会
復

帰
促

進
セ
ン
タ
ー

3
1
条

管
理

者
等

：
（
制

約
条

件
な
し
）

事
業

者
：
事

業
者

の
責

め
に
帰
す
こ
と
が
な
い
事
由

工
期

7
仙

台
市

新
野

村
学

校
給

食
セ
ン
タ
ー

2
7
条

(中
止

)、
2
8
条

(一
般

)
管

理
者

等
：
施

工
の

一
時

中
止

、
（
制

約
条

件
な
し
）

事
業

者
：
事

業
者

の
責

め
に
帰
す
こ
と
が
な
い
事
由

工
期

8
千

葉
市

新
港

学
校

給
食

セ
ン
タ
ー

2
8
条

管
理

者
等

：
（
制

約
条

件
な
し
）

事
業

者
：
不

可
抗

力
、
事

業
者

の
責

め
に
帰

す
こ
と
が

な
い
事

由
工
期

9
西
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点

2
3
条

(建
設

)、
2
9
条

(調
査

)、
3
1
条

(近
隣

)、
3
4
条

(中
止

)、
4
1
条

(一
般

)、
8
4
条

(法
令

変
更

)、
8
6
条

(不
可

抗
力

)

管
理

者
等

：
管

理
者

等
の

責
め
に
帰

す
べ

き
事

由
（
請

求
、
入

札
説

明
書

等
の

不
備

・
変

更
、
設

計
図

書
の

変
更

）
、
土

地
に
関

す
る
参

考
資

料
の

不
備

等
、
工

事
の

中
止

、
（
制

約
条

件
な
し
）

管
理

者
等

又
は

事
業

者
：
近

隣
対

策
等

、
法

令
変

更
、
不

可
抗

力
事

業
者

：
事

業
者

の
責

め
に
帰
す
こ
と
が
な
い
事
由

引
渡
予
定
日

1
0
川

井
浄

水
場

3
6
条

(埋
蔵

文
化

財
)、
4
8
条

(一
般

)
管

理
者

等
：
埋

蔵
文

化
財

調
査

（
引

渡
日

）
、
必

要
が

あ
る
と
認

め
る
場

合
（
工

期
）

事
業

者
：
事

業
者

の
責

め
に
帰

す
こ
と
が

な
い
事

由
（
工

期
）

引
渡

日
、
工

期

※
公

共
工

事
標

準
請

負
契

約
約

款
2
3
条

（
制

約
条

件
な
し
）

工
期

契
約
書

工
期

・
引

渡
日

・
供

用
開

始
日

の
変

更
に
関

す
る
規

定
（
制

約
条

件
）
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契
約
書

の
条
文

契
約

保
証

金
の

納
付

有
価

証
券

等
の

提
供

金
融

機
関

の
保

証
保

証
会
社

の
保
証

履
行
保
証

保
険

履
行
ボ
ン
ド

備
考

1
文

部
科

学
省

事
業

契
約

書
例

2
5
条

○
○

○
○

○
○

工
事

相
当

金
額

の
1
/
1
0
以

上

2
国

土
交

通
省

庁
舎

事
業

契
約

書
例

7
6
条

履
行

保
証

保
険

を
条

件
に

免
除

×
×

×
○

×
工
事
費
相
当
金
額
の
○

/
1
0
0
以

上

3
公

務
員

宿
舎

朝
霞

住
宅

1
1
条

×
×

×
×

○
×

設
計

・
建

設
対

価
の

1
0
%
以

上

4
東

京
税

関
大

井
出

張
所

9
条

○
○

○
○

○
×

工
事

費
等

の
1
0
/
1
0
0
以

上

5
東

京
国

際
空

港
エ
プ
ロ
ン

5
条

履
行

保
証

保
険

を
条

件
に

免
除

×
×

×
○

×
設

計
費

・
工

事
費

の
1
0
%
以

上

6
島

根
あ
さ
ひ
社

会
復

帰
促

進
セ
ン
タ
ー

8
8
条

履
行

保
証

保
険

を
条

件
に

免
除

×
×

×
○

×
初
期
投
資
費
用
の
総
額
の

1
0
/
1
0
0
以

上

7
仙

台
市

新
野

村
学

校
給

食
セ
ン
タ
ー

6
6
条

○
○

○
×

○
×

設
計

・
建

設
・
工

事
監

理
業

務
費

の
1
0
%
以

上

8
千
葉
市
新
港
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

6
条

○
×

△
履

行
保

証
保
険
と
同
等

の
保

証
？

△
履
行
保
証

保
険
と
同
等

の
保
証
？

○
△
履
行
保
証

保
険
と
同
等

の
保
証
？

建
設

費
の

1
0
%
以

上

9
西

部
地

域
振

興
ふ

れ
あ
い
拠

点
8
3
条

○
×

○
○

○
×

施
設

整
備

費
等

の
1
/
1
0
以

上

1
0
川

井
浄

水
場

1
0
条

○
○

○
×

○
×

施
設

整
備

費
の

1
0
/
1
0
0
以

上

※
公

共
工

事
標

準
請

負
契

約
約

款
4
条

○
○

○
○

○
○

請
負

代
金

額
の

○
/
1
0
以

上

契
約
書

事
業
契
約
書
に
お
け
る
履
行
保
証
に
関
す
る
規
定
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